
３歳未満児さんを中心としたクラブです。地域ボランティアさんが

まっていますので初めてのかたでも安心です♪ 

時 間 １０：３０～１２：００  

ところ 湖山西地区公民館 大会議室  

内 容  ２日 節分イベント 

        みんなで鬼退治をしよう！ 

1６日 おたまじゃくしの会の絵本のよみきかせ 

     読み聞かせは１１：００から開始します 

「空の駅女子会」では、主に鳥取コナン空港に国際線で来

られた方たちの歓迎をする活動をしています。その他には、

空港でのイベント（年４回程度）、小学校・公民館の行事で

子ども向け（２年生くらいまで）の工作をお手伝いしてい

ます。企画や工作が好きなかた、おしゃべりをしながら一

緒に楽しく活動しませんか？ 

ご質問・ご興味のある方 

は公民館にご連絡ください。 

お待ちしています！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 教     室 

1 木 体育館調整会議 

しゃんしゃん体操、ステップ運動 
ハマナス、カラオケ、ヨガ 
ソフトバレー 

2 金 移動図書館巡回日 わんぱく、楽踊会、社交ダンス 

３ 土  韓国語（初心者） 

4 日 ゆうゆう倶楽部  

５ 月 民児協定例会 
からだ元気塾、パソコン 
フラダンス 

６ 火  民踊、フラダンス 

７ 水 食事サービス 美骨ストレッチ、子どもお茶 

８ 木  
ステップ運動、ハマナス、ヨガ 
ソフトバレー 

９ 金  
ピラティス、男の料理、着付け 
社交ダンス、お茶（立礼：初） 
楽踊会、チューブエクササイズ 

10 土 ○子スノーボールクッキーづくり 
韓国語（初心者）、お茶（立礼） 
３B 体操 

11 日 建国記念の日  

12 月 振替休日（全館休館日）  

13 火  パッチワーク、フラダンス 

14 水  
美骨ストレッチ、コーラス、水墨画 
カラオケ 

15 木  
ステップ運動、しゃんしゃん体操 
ハマナス、ヨガ、ソフトバレー 

16 金  
わんぱく、着付け、楽踊会 
社交ダンス、お茶（立礼：初） 

17 土 
安心安全環境部会 
人づくり人権交流部会 
町内会（区）長会 

韓国語（初心者）、お茶（立礼） 

18 日  カラオケ同好会 

19 月  からだ元気塾、写真、フラダンス 

20 火  
民踊、切り絵、３B 体操 
フラダンス 

21 水 
食事サービス 
スマホを使いこなそう⑥ 

美骨ストレッチ、子どもお茶 

22 木  
ステップ運動、ハマナス、ヨガ 
ソフトバレー 

23 金 天皇誕生日 ピラティス 

24 土  けん玉、韓国語（初心者） 

25 日   

26 月  からだ元気塾、フラダンス 

27 火 第１弾みそづくり① パッチワーク、３B 体操 

28 水  美骨ストレッチ、コーラス、水墨画 

29 木  ハマナス、ヨガ、ソフトバレー 

スマホを使いこなそう⑥ 

 

湖山西地区公民館 鳥取市湖山町西１－５１２ 

URL:http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/nisi-1/  

メール：cc-koyamanishi@it.city.tottori.tottori.jp  

TEL３１－３５８１   FAX３１－３５８２ 
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２月  湖山西だより 
 

2  月 行 事 予 定 

わんぱくクラブ 

今回はスマホなんでも相談会です。気になることを質問しましょう♪ 

日 時 2 月21 日（水） １４：００～１５：００ 

ところ 湖山西地区公民館 大会議室 

参加費 無料    

持ち物 筆記用具 

申込み 公民館までお申込みください 

湖山西あいさつ標語：あいさつは こころつなげる 第一歩 

スノーボールクッキーづくり 

みそづくり 
今年も湖陵高校のみそづくり実習に参加します☆ 

 日 時 第 1 弾 ２月２７日（火）、３月 １日（金） 

     第 2 弾 ３月２６日（火）、３月２９日（金） 

          １２：１５ 湖陵高等学校作業場集合 

          １５：３０ 終了 

参加費 ５００円 （１人４ｋｇ）   

定 員 各回１０人ずつ 

持ち物 カッポウ着、きれいな長靴、マスク、手ふき 

     みそを入れるもの(２日目にご準備下さい) 

申込み ２月５日（月）９:００～ 受付開始 

第 1 弾・第 2 弾いずれも同時に受付を開始します 

※２日間とも参加出来るかたのみ、公民館にお申込みください 

 

バレンタインには、手づくりお菓子で感謝の気持ちを伝えよう！ 

対 象 年少さん ～ 高校生 

    ※小学生未満は保護者同伴でご参加ください 

日 時 2 月10 日（土） １3：3０～１5：0０ 

ところ 湖山西地区公民館 調理室 

講 師 鳥取市食育アドバイザー 

     出井 順子さん 

参加費 ２００円     定 員 １６人 

持ち物 エプロン、マスク  

締切り ２月２日（金） 

申込み 公民館までお申し込みください 

今月のけん玉教室 

日 時 ２月２４日（土）９：００～１２：００ 

ところ 湖山西地区公民館 大会議室 参加費は無料です 

 

とってもおいしい 

食事サービスボランティア 

食事サービスでは地域の支援の必要な方へ、お弁当を作りお届けし

ています。地域のみなさんで見守りましょう💛 

実施日 第１・３水曜日（祝日・年末年始・年度末は変更あり） 

調理担当 年２日  ９時～１２時ごろ（献立会議１回・調理１回） 

配達担当 年４日 １１時～１２時ごろ 

 年度途中からのお申込みでも大歓迎です！ 

公民館にご連絡ください 

～ 湖山西社会福祉協議会よりお知らせ ～ 

 

http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/nisi-1/
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《 応募方法 》 

公民館に設置したポスト、メール、ＦＡＸから投句いただけます。 

以下の項目を必ずご記入ください。 

・氏名・雅号（ニックネーム）・住所・区分（一般・小中、学年） 

・投句 新作二句までご記入ください 

 

山本さんのワンポイントアドバイス 

明けましておめでとうございます。今年初めての川

柳「竜」の投句は少なめでした。「辰」でもよく、辰年

の句と竜宮城の投句がありました。「竜」の字が入って

いたら何でもよく、これを「字
じ

結
むす

び」といいます。例

えば「空」がソラではなく空財布や空気などでもよい

ということです。 

実在の動物ではないので詠みづらいところもあった

と思いますが、そこは川柳。想像力を働かせ自由自在

にやってもらったらグーです♪ 

「竜巻が僕の初夢かっさらい」 選者 

今年も沢山お待ちしております☆ 

 

１２・１月に行った事業の紹介

インスタグラム 公民館 HP 

 

フェイスブック 

やっぱり楽しい！正月あそび 

とってもおいし～い！湯圓づくり 

わんぱくクラブ クリスマス会・キッズビクス 

老人クラブのみなさんと、け

ん玉、こま回し、羽子板、げんじ

い（めんこ）で遊びました♪昔取

った杵柄、次々と技を繰り出し、

さすがでした☆遊んだあとは１

月７日に食べられる「七草がゆ」

をみんなで食べ、お腹も温まり

ほっこりしました♪ 

クリスマス会では、おたまじゃ

くしの会のみなさんにクリスマ

スにちなんだ絵本のよみきかせ

や、ブラックシアターなどをして

いただき、にぎやかに楽しく過ご

しました♪キッズビクスでは、お

母さんたちの肩こりも解消！ス

ッキリされていました☆ 

国際交流員の烏雲夫さんに、中

国でこの時期に食べられる「湯圓

（タンユェン）」のつくりかたを

教えていただきました。茹で団子

は、満月に似たところが縁起物と

して知られるようです。１月２

８.２９日ぴょんぴょんネット

「とっとりウォーキング」で放送

されます。ぜひご覧ください♪ 

令和６年能登半島地震災害 
義援金募金箱を設置しています 

場 所 市役所本庁舎総合案内（本庁舎１階） 

    鳥取市幸町７１番地 

受付時間 ①平日は８：３０～１７：１５  

     （ただし、毎週火曜日は午後７時まで） 

    ②毎月第２・４日曜日 ８：３０～１７：１５まで 

     （祝日を除く） 

設置期間 令和６年１２月１７日（火）まで 

 

  

義援金は日本赤十字社を通じて被災された方へ届けられます 

 

 

 

  

鳥取市は地区公民館を幅広く活用していくために、現行の公民館条例を廃止しました。昨年１２月の鳥取市議会で新条例が原案

可決。令和６年４月１日からこの新制度が施行されるにあたり、利用における変更点、経緯をお知らせいたします。 

＜変更点＞ 

① これまでは地区内の住民にかぎり利用可能でしたが、どなたでも利用できるようになります。 

② 営利目的や一般企業等も利用できるようになりますが、使用料が発生します。 

③ 営利を目的としない団体や個人が「地域活動」や「社会教育活動」を行う場合、従来どおり無料で利用できます。 

＜経緯・背景＞ 

鳥取市は、平成２０年に施行した「鳥取市自治基本条例」によって、市民と市との協働によるまちづくりを進めてきました。各

地区で、地域の住民や団体で構成する「まちづくり協議会」が設立され、地域の課題解決に向けた取組や特色のある住民主体のま

ちづくり、地域独自の魅力を生かしたイベントなどが実施されています。地区公民館はこの「まちづくり協議会の事務局」の役割

も担い、様々な活動をサポートしてきました。 

それから十数年が経過し、少子高齢化、人口減少、働き方の変化などにより地域を取り巻く環境は大きく変化してきています。

地域を支える担い手が不足し、住民同士のつながりが希薄になってきている中、地区公民館は地域コミュニティの維持と持続的な

発展を維持するセンター的な役割、近年増えている災害の時の地域防災拠点としての役割をさらに求められています。 

現行の条例で利用制限されている部分を見直すことで、更により多くのかたに利用していただき、新たな魅力の創出などにつな

がる施設になることを期待しています。詳細は、来月号でお知らせします。 

 


